
  令和６年１月 25日 

 

 

１月 18日付(一財) 神奈川県労働衛生福祉協会からの 

質問に対する回答 

 

質問事項１： 別紙２一般健康診断①・特殊健診の免疫学検査備考について、ＺＴ

Ｔに打ち消し線がされておりますが、実施するのでしょうか。また、②

には打消し線はないようですが、②の特定業務従事者健診の二次でのみ

ＺＴＴを実施するのでしょうか。 

 

回  答： 一般健康診断①・②の特定業務従事者健診は共通で、現在ＺＴＴを実

施しておりません。契約時にはＺＴＴは実施する予定はありません。 

 

質問事項２： 一般健康診断①、②・特殊健診の有機溶剤健康診断について、令和 

      ２年７月１日施行で尿中の尿蛋白の検査は必須項目から外れており 

ますが、実施することということでしょうか。 

 

回  答：現在は、これまでの健診結果のデータの継続性から実施しておりますが。 

     契約後に、法令改正・通知等により健診項目の対象から外すことや追加

することも予定しています。 

 

質問事項３：特殊健診の婦人科健診について、子宮がん検診は頸部細胞診でよろ 

しいでしょうか。 

 

回  答： 子宮がん検診は頸部細胞診です。子宮がん検診は巡回可能な健診車で 

の実施をお願いしております。 
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